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近畿ﾌﾞﾛｯｸ発注者協議会（第１９回）                             資料－２ 
   令和 ８年 ６月 ９日 

 
 

「近畿ブロック発注者協議会」設置要領 

 

（名称） 

第１条 本会は、近畿ブロック発注者協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、近畿地方における国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者が、 

 発注者の責務を果たすため、公共工事の品質確保の促進に向けた取組み等について情報交換

や情報共有などを行い、連携強化や支援及び発注者間相互の連絡調整を図り、もって近畿ブロック

における公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。 

 

（事務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する連絡調整等を行う。 

 一 公共工事の品質確保の促進に関する施策に対する目標設定や実施状況 

 二 発注者間相互の連携及び協力 

 三 発注者への支援 

 四 その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別紙１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 会長は、国土交通省近畿地方整備局長をもってあてる。 

３ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、農林水産省近畿農政局農村振興部長及び代表府県部長をもってあてる。 

５ 副会長は、会長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村委員は各府県市長会会長、町村会会長をもってあてる。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、会長または会長が指名する者が議長を務める。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。 
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（幹事会の構成） 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するため、協議会に幹事会を置くものとし、幹事会の会議は、

幹事長が招集する。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事長は、国土交通省近畿地方整備局企画部長をもってあてる。 

４ 幹事会に、副幹事長を置き、幹事長が指名する。 

５ 副幹事長は、幹事長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村幹事は各府県市長会会長、町村会会長を担当する市町村技術管理主管部長 

  （課長）等をもってあてる。 

 

（分科会） 

第７条 幹事会の効率的な運営を図るため、必要に応じて分科会を設置することができる。 

 

（地域発注者協議会） 

第８条 近畿ブロックの全ての市町村における公共工事の品質確保を促進するため、福井 

 県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県に地域発注者協議会を 

 設置する。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、近畿地方整備局（企画部技術管理課）が関係機関の協力を得て 

 処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 この要領は、平成 20 年 11 月 13 日から施行する。 

        この要領は、平成 27 年 3 月 24 日から施行する。 

        この要領は、平成 27 年 8 月 24 日から施行する。 

        この要領は、平成 28 年 8 月 22 日から施行する。 

        この要領は、平成 29 年 8 月 9 日から施行する。 

        この要領は、平成 30 年 8 月 6 日から施行する。 

      この要領は、令和元年 8 月 7 日から施行する。 

      この要領は、令和２年 ７月から施行する。 

      この要領は、令和３年 8 月 5 日から施行する。 

      この要領は、令和４年 ５月 ９日から施行する。 
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      この要領は、令和５年 ５月 17 日から施行する。 

      この要領は、令和６年 ２月 26 日から施行する。 

      この要領は、令和６年 ４月 2４日から施行する。 

この要領は、令和７年 ８月 ６日から施行する。 

この要領は、令和７年 ９月 24 日から施行する。 

この要領は、令和８年 ６月 ９日から施行する。 
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別紙１ 

 

第４条関係（委員） 

 

 会   長  国土交通省 近畿地方整備局長 

 副 会 長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部長 

 副 会 長  代表府県部長 

 

 委    員  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部長 

       財務省 近畿財務局 管財部長 

       財務省 大阪国税局 総務部次長 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部長 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部長 

       国土交通省 大阪航空局 空港部長 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部長 

              環境省 近畿地方環境事務所 次長 

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部長 

        

 

       福井県 土木部長 

       滋賀県 県土整備部長 

              滋賀県 農政水産部長 

       京都府 建設交通部長 

       京都府 農林水産部技監 

       大阪府 都市整備部長 

       大阪府 環境農林水産部長 

       兵庫県 土木部長 
 兵庫県 まちづくり部長  

       兵庫県 農林水産部長 

       奈良県 県土マネジメント部長 

       奈良県 食農部長 

       和歌山県 県土整備部長 
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       和歌山県 農林水産部長 

       京都市 建設局長 

       大阪市 建設局長 

       堺市 建設局長 

       神戸市 建設局長 

       福井市長  

       池田町長   

       東近江市長                       

       豊郷町長 

       長岡京市長 

       伊根町長  

              高槻市長 

       熊取町長 
       宍粟市長 

神河町長 
葛城市長 

       明日香村長 

       紀の川市長 

       九度山町長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 支社長 

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部長 

       本州四国連絡高速道路(株)  安全防災・技術部長 

       阪神高速道路(株) 技術部長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 副館長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 副館長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 館長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  館長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 研究支援推進部長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局 計画部長 

       (独)都市再生機構 西日本支社 副支社長 

       (国研)日本原子力研究開発機構 事業管理部長 

       日本下水道事業団 西日本支社事業部 事業部長 
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別紙２ 

第６条関係（幹事） 

 

 幹 事 長  国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

 副幹事長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部 設計課長 

 副幹事長  代表府県課（室）長 

 

 幹  事  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部 会計課長 

       財務省 近畿財務局 管財総括第三課長 

       財務省 大阪国税局 営繕監理官 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部 会計課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術開発調整官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 総括技術検査官 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 営繕品質管理官 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部 事業計画官 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術管理課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 技術・評価課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 品質確保室長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部 会計課長 

       国土交通省 大阪航空局 技術管理官 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部 経理課長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部 経理課長 

              環境省 近畿地方環境事務所 自然環境整備課長         

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部 調達計画課長 

        

 

       福井県 土木部 土木管理課長 

       滋賀県 県土整備部 技術管理課長 

              滋賀県 農政水産部 農政課長 

       京都府 建設交通部 指導検査課長 

       京都府 農林水産部 農村振興課長 

       大阪府 都市整備部 事業調整室 技術管理課長 

       大阪府 環境農林水産部 環境農林水産総務課長 

       大阪府 総務部契約局 建設工事課長 
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       兵庫県 土木部 技術企画課長 

       兵庫県 まちづくり部 営繕課長 
兵庫県 農林水産部 総務課長 

       奈良県 県土マネジメント部 技術管理課長 

       奈良県 食農部 農林振興課長 

       和歌山県 県土整備部 技術調査課長 

       和歌山県 県土整備部 公共建築課長 

       和歌山県 農林水産部 農業農村整備課長 

       京都市 建設局 監理検査課長 

       大阪市 建設局 工事監理担当課長 

       堺市 建設局 土木部 土木監理課参事（技術管理担当） 

       神戸市 建設局 部長（技術管理担当） 

       福井市 財政部長 

       池田町 まちと森整備課長 

       東近江市 契約検査課長 

       豊郷町 企画振興課長 

       長岡京市 総合政策部 検査指導課長 

       伊根町 地域整備課長  

              高槻市 総務部 部長代理 兼 契約検査課長 

熊取町 総務部 総務部長 

       宍粟市 総務部 財政課長 

       神河町 総務課 課長 

葛城市 総務部 管財課長 

       明日香村 総務財政課長 

       紀の川市 総務部 契約管財課長 

       九度山町 総務課長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部施設管理課長   

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部 技術課長 

       本州四国連絡高速道路(株) 安全防災・技術部 技術管理課長 

       阪神高速道路(株) 技術部 技術管理課長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 総務課長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 総務課長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 環境整備課長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局  
 計画部 技術管理課長 
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       (独)都市再生機構 西日本支社 技術監理部 企画第２課長 

       (国研)日本原子力研究開発機構 事業管理部 調達課長 

       日本下水道事業団 西日本支社事業部 施工管理課長 
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「近畿ブロック発注者協議会」運営規則 

 

  「近畿ブロック発注者協議会」設置要領について、下記のとおり運営規則を定める。 

 

記 

 

第３条関係 

 【活動内容】 

  協議会は公共工事の品質確保に向けた次の各号にあげる事項について討議を行う。 

  ①総合評価の導入・拡大 

  ②品質確保に関する取組みの情報共有・促進等 

  ③地域貢献に関する評価の普及促進 

  ④受注者間における適正な関係の構築 

 

第４条、第７条関係 

 【副会長、副幹事長】 

   地方公共団体の代表で就任していただく協議会副会長及び副幹事長については、 

  以下の順番制とする。 

 

   令和 ２年度   和歌山県 

   令和 ３年度   兵庫県 
   令和 ４年度   大阪府 

   令和 ５年度   京都府 

   令和 ６年度   滋賀県 
   令和 ７年度   福井県 

   令和 ８年度   奈良県 

   令和 ９年度   和歌山県 
令和１０年度   兵庫県 

   令和１１年度   大阪府 

   令和１２年度   京都府 

   令和１３年度   滋賀県 
   令和１４年度   福井県 

   令和１５年度   奈良県 

   令和１６年度   和歌山県 
 









Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

第三次・全国統一指標 （基準値・目標値）

資料-4
近畿ブロック発注者協議会（第１９回）
令和８年６月９日



























































































































Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局からの情報提供（営繕部）

国土交通省 近畿地方整備局

営繕部 技術・評価課
令和８年６月
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